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※着工には、長期優良住宅の認定申請の他に、建築基準法に基づく確認済証の交付及び関係法令の許可等が必要となります。

佐野市における長期優良住宅に係る認定申請等のフロー

建築基準法に基づく
完了検査申請

確認申請

地区計画 受理・審査
（都市計画課）

建築基準法 受理・審査

技術的審査

受理・審査

認定

着工 ※

認定事項変更

工事完了

受理・審査

受理・検査

使用開始
住宅の建築及び

維持保全の状況
に関する記録の
作成及び保存

維持保全の
状況に関する
報告徴収等

①地区計画適合証

②確認済証

③確認書

審査

確認済証

（別申請の場合）

通知

確認申請と併願する場合

変更認定通知書

地区計画の届出

技術的審査依頼

認定申請
正本、副本各1部（確認
申請と併願の場合は
副本2部＋確認申請書
正、副各1部）
必要に応じて①、②、
③、④の写しを添付。

変更認定申請

認定通知書

工事完了報告書

検査済証

報告徴収

報告

住宅性能評価

④住宅性能評価書

受理・審査

受理・審査

住宅性能評価申請


